
�愛媛県告示第１０３３号
母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２０条第７項において準用

する児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２０条第７項の規定によ

り、指定養育医療機関から次のとおりその指定を辞退する旨の申出

があった。

平成２４年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第１０３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西予市城川町魚成地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成２４年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・魚成地区）計

画書の写し

２ 縦覧期間

平成２４年８月１５日から９月１１日まで

３ 縦覧場所

西予市役所本庁及び城川支所
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�愛媛県告示第１０３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

西予市城川町魚成地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成２４年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用道路整備事業・魚成地区）計画書の

写し

２ 縦覧期間

平成２４年８月１５日から９月１１日まで

３ 縦覧場所

西予市役所本庁及び城川支所

�愛媛県告示第１０３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１０３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年８月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広
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告 示

指 定
番 号 開 設 者 名 称 所 在 地 辞 退

年 月 日

３９ 松 元 正 行 松元産婦人科医
院

愛媛県大洲市中村２３５
番地の２

平成２４年
１０月１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条港線
西条市神拝字川田甲２４７番７から

同市神拝字川田甲２４４番５まで

旧 １６．２～２５．３ ０．００５

新 １６．２～３５．３ ０．００５

毎週（火・金）曜日発行 第２３９４号 平成２４年８月１４日
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道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条港線
西条市神拝字川田甲２４７番７から

同市神拝字川田甲２４４番５まで
平成２４年８月１４日

平成２４年８月１４日 発行
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